
案件概要表

作成年月日：2017 年 8 月 31 日

業務主管部門名：ぺルー事務所

１．案件名                                     

国名： ぺルー共和国   

案件名：（和名）ピウラ上下水道公社（EPS Grau）運営改善支援（有償資金

協力専門家）

    （英名）Assistance to Operational Improvement of EPS Grau (ODA 
Loan Expert)

２．事業の背景と必要性                                   

（１）当該国におけるインフラ PPP 事業の現状・課題及び本事業の位置付け

JICA はピウラ市における上下水道インフラ整備のため、円借款「地方上下水道

整備事業（PE-P25）」を通じた支援を 2005 年から実施。今般、2017 年初から

の沿岸部エルニーニョ現象に伴う豪雨により、ペルー北部沿岸部を中心に洪水

及び土砂災害による大きな被害が生じた。ピウラ市においてもピウラ川の氾濫

により、市内が水浸しとなり、円借款により建設された上下水道施設を含む上

下水道インフラにも損害が発生している。他方、ピウラの上下水道施設の維持

管理を担う上下水道公社である EPS Grau は、財務状況の悪化を背景に、住宅

建設衛生省（MVCS）が理事 5 名のうち 3 名を派遣して EPS Grau の経営責任

を担い、上下水道サービスの提供を保証する体制となっている。MVCS として

は今後のピウラにおける上下水道サービス改善に向け、2017-20 年の 4 年間で

1,436 百万ソル（約 450 億円）の投資を計画しており、その中には PE-P25 にお

いてペルー負担分として実施が予定されていた San Martin 下水処理場の実施を

含む（その後 2019 年完工済）。EPS Grau としては、洪水被害からの復興計画

を提案しているが、人件費の不足から総局長が過去半年の間に 3回交代する等、

組織体制は脆弱である。上記を踏まえ、MVCS は JICA に対し、EPS Grau の経

営・運営に対する技術支援を要請した。当該技術支援は、EPS Grau の体制を強

化すると共に、過去の円借款事業（PE-P25）を通じて建設されたインフラに係

る事後評価の提言も踏まえた持続性強化、ならびに今後の新規投資の計画策定

に資するものである。

(２)インフラ開発に対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置付け

対ペルー国別援助方針において、「経済社会インフラの整備と格差是正」、「環境

対策」、「防災対策」が重点分野に掲げられており、上下水道セクターは「環境対策」



の中の、「上下水道整備プログラム」に位置付けられる。

（３）当該セクター／地域における他の援助機関の対応

特になし。

（４）附帯する円借款/海外投融資事業との関係性

上記（１）のとおり。

３． 事業概要                                      

（１） 事業目的

技術面から新規投資計画の管理を担当するコンサルタント 1 名と、主に

財務・経営面から EPS Grau の組織としての持続性強化を担当するコン

サルタント 1 名を投入し、復興計画及び事後評価結果を踏まえた改善を

支援する。

（２） プロジェクトサイト／対象地域名

ぺルー共和国・ピウラ市

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ）

直接受益者：住宅建設衛生省、ピウラ上下水道公社（EPS Grau）
最終受益者：

（４）総事業費（日本側）：12 百万円

（５）事業実施期間： 2017 年 10 月 2 日～2019 年 4 月 8 日

（６）事業実施体制：法人外契約

（７）投入（インプット）

１） 日本側

技術担当コンサルタント 1 名（12M/M）及び経営管理担当コンサルタン

ト 1 名（12M/M）

２）ペルー国側

（８）他事業、他援助機関等との連携・役割分担

１）我が国の援助活動

PE-P25 地方上下水道整備事業

豪雨水害に係る緊急援助（物資）

２）他援助機関等の援助活動

特になし。

（９）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

１）環境社会配慮

① カテゴリ分類：C



② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドラ

イン」（2010 年 4 月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると

判断されるため。

２）横断的事項： N.A
３）ジェンダー分類： N.A

（１０）その他特記事項：N.A

４．事業の枠組み                                           

（１）上位目標：

     EPS Grau の技術面・財政面が強化される。

（２）プロジェクト目標：

EPS Grau の新規投資計画及び財務・経営改善計画が強化される。

（３）成果

成果１：EPS Grau の現状分析が行われる。

成果２：新規投資・事業運営の改善に向けた各種計画の策定支援が実施され

る。

成果３：組織・財務経営の改善に向けた各種計画の策定支援及び財務改善に

向けた分析が実施される。

。

（３） 活動

①. EPS Grau の現状分析

i. EPS Grau の現状について、経済・財務面から分析し、経営改善に

向けた提案を検討する。

ii. EPS Grau のインフラ、運営維持管理について現状を分析し、事業

の改善に向けた技術的な提案を検討する。

iii. JICA の事後評価報告書を分析し、その提言について、EPS Grau
の計画への反映を検討する。

②. 新規投資・事業運営の改善

i. 既存・新規インフラに係る中期的な運営維持管理計画の策定を支

援する。

ii. サービス改善、無収水の削減に向けた中期的な電気機器等の機材

リハビリ計画の策定を支援する。

iii. 処理済下水の放流計画作成の支援、及び処理済下水の放流・再利

用、汚泥の廃棄・再利用に必要な許可取得に係るモニタリングを

行う。

iv. 事業投資計画及び上下水道サービスに係る復興計画の実施に際し、



住宅建設衛生省（MVCS）及び衛生サービス技術支援機構（OTASS）
からの資金について、サービスの質の改善への迅速なインパクト

を重視して取るべきアクションの優先順位付けを支援する。

③. 組織・財務経営の改善

i. 中期経営再建計画の策定を支援し、サービスの質の改善、収入、

料金徴収の向上を図る。

ii. EPS Grau の財務状況を改善し、持続性を確保するため、Regimen 
Concursal（債権者会議による経営管理）の実施を支援する。

iii. 上下水道サービスに係る復興事業の実施管理、ファイナンス、計

画等に際し、住宅建設衛生省（MVCS）及び衛生サービス技術支援

機構（OTASS）からの資金を含め、料金徴収の改善への迅速なイ

ンパクトを重視して取るべきアクションの優先順位付けを支援す

る。

iv. EPS に対し、新たな収入源を提案すると共に、下水や汚泥の再利

用について、収入増のオプションとなり得るか分析する。

５．外部条件                                              

特になし。

６．過去の類似案件の教訓と本事業への適用                         

特になし。

７． 事前評価結果                                               

N.A
８．今後の評価計画                                          

（１）今後の評価に用いる主な指標

  上記４．のとおり。

（２）今後の評価スケジュール N.A
（３）実施中モニタリング計画 N.A

９．備考                                              

特になし。

以 上



案件概要表案（専門家）

派遣国名 ペルー

協力対象国名 ペルー

指導科目
（１） 地下鉄耐震構造設計の国家基準整備

（２） リマ都市交通計画

指導科目（英）

（１） Elaboration of Technical Regulation for Earthquake -
resistant Structure Design of Metro.

（２） Advise on Monitoring and Supervision of Planning of Lima 
Metro Network.

配属機関 運輸通信省

配属機関（英） Ministry of Transportation and Communication（以下、MTC）

任地 リマ首都圏

（案）

プロジェクト期間

及び

派遣予定 M/M

プロジェクト実施機関：2 年間

派遣予定 MM(地下鉄耐震)：合計 8.0 M/M（直営）。2 年間で 4
名の専門家が 14 日間程度の渡航を 4 回程度実施する予定。専門家

の分野（案）は以下のとおり。なお、一部 M/M は日本国内での情

報収集等への充当も想定。

（１） 耐震設計・解析専門家（2.0 M/M）：全体の総括、地下構

造物における設計及び解析方の支援。

（２） 性能照査規定専門家（2.0 M/M）：性能規定照査の制定に

おける対象地下構造物と耐震設計の条件、耐震要求性能の

設定についての支援。

（３） 地盤専門家（2.0 M/M）：耐震設計を実施する上で必要と

なる調査及び試験についての支援。

（４） 設計地震動専門家（2.0 M/M）：設計地震動の制定につい

ての支援。

派遣予定 MM(都市交通計画)：合計 4.5M/M 程度（直営）。1 年

間で 3 分野の専門家を 2 回派遣予定。専門家の分野（案）は以下

の通り。なお、一部 M/M は日本国内での情報収集等への充当も想

定。

（１）都市交通計画（1.5M/M）：リマ首都圏の総合的な交通体系

の概念的な整理。

（２）都市計画・開発計画（1.5M/M）：リマ首都圏の将来都市構

造について都市計画・開発計画の現況動向を踏まえた概念的な整



理。

（３）都市交通システム（1.5M/M）：都市交通システム、道路管

制システムについてペルー側の現状を確認、意見交換を行い、門

外解決のための提案を行う。

要請背景

リマ首都圏では、現在都市交通 1 号線 （2011 年 6 月開業。高

架。バヨバル‐ビジャ・エル・サルバドール間延長 34.6km。アン

デス開発公社が支援）が営業している。また、都市交通 2 号線（地

下鉄。本邦企業も参画。世界銀行が支援 ）の建設が進んでいるほ

か、今後 3 号線及び 4 号線（ともに地下鉄）の建設も予定されて

いる。ペルーは日本と同様に災害多発国であり、特に 2007 年 8
月にはリマ州南部及びイカ州で推定マグニチュード 8.0 の大地震

が発生する（死者 600 名以上、負傷者 2,000 人以上、住宅全壊約

52,000 棟以上）等、大規模地震の発生リスクを抱えている。他方

で地下鉄の耐震構造設計に係る国家基準が存在しておらず、今後

発生が予想される大規模地震に適切に対応していくためにも、当

該国家基準の策定は急務である。

日本は対ペルー国別開発協力方針にて、「経済社会インフラの整

備と格差是正」「防災対策」を重点分野に掲げており、都市交通分

野では、2005 年「首都圏都市交通計画調査マスタープラン」（以

下、「MP」という。）の策定を支援しており、ペルー政府は当該マ

スタープランを参考にリマ・カヤオ首都圏の都市交通インフラ整

備等を進めてきている他、2013 年には「首都圏都市交通基礎情報

収集・確認調査」を実施し、MP の交通需要の更新及び公共交通網

の提案を実施している。また、防災分野では「耐震住宅による住

宅復旧推進計画調査」、「地震・津波減災技術の向上プロジェクト」、

「災害復旧スタンド・バイ借款」等を実施し、日本の自然災害に

かかわるこれまでの経験を活用しながら、自然災害防止や被害軽

減を図るための防災機関の能力強化、防災インフラ整備支援に取

り組んできている。

また、リマ・カヤオ鉄道公社は近年の交通渋滞悪化を踏まえ、

2019 年 1 月からリマ首都圏都市交通マスタープランの改定を実施

している。なお、MTC はリマ首都圏の都市交通問題に対応するた

め、リマ・カヤオ鉄道公社、リマ市役所公共交通部門を統合し、

都市交通公社を 2019 年 4 月に設立予定。

上記背景のもと、2017 年 7 月、ペルー政府より「地下鉄の耐震

基準策定及びリマ都市交通計画に係る専門家派遣」が要請された。



時期を同じくし、2017 年 10 月には国土交通省がペルーに耐震

基準策定支援の調査団を派遣し、日本の耐震基準について説明す

るとともに、ペルーが耐震基準を策定するにあたり必要な検討項

目、課題等ついて情報収集している。左記国交省調査の結果に基

づき、MTC は自己資金で地下鉄耐震分野にかかる、地下構造物耐

震基準の素案を作成するための国際コンサルタントの調達を実施

している。他方でペルーにとっては初の地下鉄耐震構造設計の国

家基準の策定であるため、MTC からは、日本に対し、地下鉄耐震

構造設計の国家基準策定に向けた知識の習得や課題解決の支援が

求められており、2018 年 8 月に同じ内容で再度要請があった。

本案件は、日本と同様に地震発生リスクの高いペルーにおいて

初めてとなる地下鉄耐震構造設計基準の策定を支援し、またペル

ー政府が実施するリマ首都圏都市交通マスタープランの改定への

助言を通じて、以てリマ都市交通システムが地下鉄耐震構造設計

の国家基準の下で安全に運営されること、およびリマ首都圏都市

交通マスタープラン策定の促進に資するもの。リマ首都圏では、

すでに都市交通 2 号線（地下鉄。本邦企業も参画）の建設が進ん

でおり、耐震構造設計の国家基準の策定は急務であることから、

実施する必要性が高い。

派遣の目的

（１） 地下鉄耐震構造設計の国家基準策定の円滑な実施のため

の議論促進及び助言。

（２） 日本における地下構造物耐震基準と耐震に関する対策の

理解促進。

（３） リマ首都圏都市交通計画の改定の促進。

期待される成果

（１） 専門家による助言のもと地下鉄の構造耐震設計にかかる

国家基準案を策定される。

（２） 地下鉄の構造耐震設計にかかる国家基準の運用などに関

する MTC 職員の能力が向上する。

（３） 将来都市構造、モビリティ発展の方向性の案が提示され、

リマ首都圏都市交通計画改定に反映される

活動内容

日本側関係者と緊密に連携するとともに、別途 MTC で調達する

予定である「地下構造物耐震基準素案作成業務」の地下鉄耐震分

野にかかるコンサルタントと協力しつつ、下記の活動を行う。

1. 地下鉄耐震構造設計の国家基準整備

活動 1．地下構造物耐震基準素案作成業務に対する支援



（１） 地下構造物耐震基準素案作成業務に対する支援：

MTC が調達する国際コンサルタントが実施する主要作業項目

に関して、情報提供、助言を実施する。想定される主な論点は

下記のとおり。

- 性能規定照査の制定

- 耐震設計を実施する上で必要となる調査及び試験の整理

- 設計地震動の制定

- 設計及び解析方法

なお、これらの支援は主に国際コンサルタントが作成する 7 種

類のレポートの完成にあわせて行われる。

（２） ワークショップ開催のための協議資料に対する助言：

国際コンサルタントは 3 回のワークショップにて支援委員会

などとの協議を経て各詳細基準案を作成することになるため、

事前に協議資料を作成することが必要となる。そのため、渡航

時にこれら資料作成のための協議を国際コンサルタントと行

うとともに、適宜、メールなどにより助言を行う。なお、本ワ

ークショップにあわせて専門家の渡航を予定している。

活動 2．日本基準に関する技術的助言及び情報提供

（１） 日本基準に関する技術的助言：

主要参考資料である日本の地下構造物耐震基準の英訳版につ

いて、MTC の理解促進のために技術的な助言を行う。

（２） 日本の地下鉄耐震構造設計基準に関する情報提供：

MTC が求める日本の地下鉄耐震構造設計基準及び耐震技術に

関する情報を提供する。

活動 3．MTCの技術的知見の向上

（１）MTC職員向けのセミナー開催：

MTC 職員の日本の地下構造物耐震基準への理解促進のため、

CISMID 及び MTC 職員向けのセミナーを開催する。セミナー

のテーマ選定は JICA や MTC が調達する国際コンサルタント

とも調整の上で実施する。

2. リマ都市交通計画

活動 4．リマ首都圏都市交通計画改定に対する支援

（１）リマ首都圏都市交通計画改定に対する支援：



日本国内外の交通計画の先進事例を紹介し、将来都市構造（案）

とそのコンセプトについて、ワークショップ形式での情報提供

及び意見交換を行う（第 1 回目派遣）。第 1 回目派遣の結果を

基に、都市圏のモビリティ発展の方向性（案）の提示をワーク

ショップ形式で行う（第 2 回目派遣）。



案件概要表（専門家）

派遣国名 ペルー

協力対象国名 ペルー及びラテンアメリカ諸国

指導科目
ラテンアメリカ地域における地上デジタル放送及び緊急

警報システム(EWBS)の普及支援アドバイザー

指導科目（英）

Support for the implementation of Digital Terrestrial 
Television and Emergency Warning Broadcasting System 
(EWBS) in Latin American Region

配属機関 運輸通信省

配属機関（英） Ministry of Transports and Communications

任地 ※全角カナ リマ

派遣予定 M/M 24M/M

要請背景

ペルーは、2009 年 4月に地上デジタル放送に日伯方式

（ISDB-T）採用を決定し、2010 年 3月には地上デジタル

放送の導入に係るマスタープランを発表するとともに、首

都リマにて地デジの運用を開始した。ペルーは、日本から

派遣された 3名の地デジ・緊急警報放送システム（EWBS）

専門家（2009-2012、2012-2014、2015-2017）の支援

及び防災無償「広域防災システム整備計画」等を通じて、

着実に地デジ化を推進している（2017 年 8月時点で、リ

マ・カヤオで 20局、アレキパ及びクスコで 2局、チクラ

ヨ、トルヒーヨ、カマナ、カニェテ、ピスコ及びイロで 1

局地デジを開始）。更に、運輸通信省は、地デジ普及を加

速させるため、2017 年を「地デジ再起の年」として様々

な取り組みを実施し、ISDB-T 非対応のテレビへの「ISDB-T

非対応ステッカー」の貼り付けを義務化、地デジ公式キャ

ラクター及び標語の作成等を実施している。

また、防災無償を通じて、2016 年 1月に防災拠点 7ヵ

所に緊急警報放送システム（EWBS）が導入された。国立電

気通信訓練研究所（INICTEL）は、2015 年 5 月に EWBS 受

信機プロトタイプの開発に成功し、また、日本企業がテレ

ビ・電光掲示板等受信機の開発が容易になる EWBS モジュ

ールを開発し、ペルー側は関心を示している。更に、国家

防災庁（INDECI）はペルー沿岸部に 139のサイレンを導入

するプロジェクトを進めており、地デジを受信可能な範囲



のサイレン約 1/3 には EWBS 受信機が設置される予定であ

る。

一方で、ペルーでは地デジの地方展開、2020 年以降の

アナログ放送停波、EWBS 受信機の実用化、EWBS の使途拡

大、関連人材の育成等が課題となっており、引き続き日本

人専門家の協力が必要とされる。その上、地デジ推進に課

題のある他のラテンアメリカ諸国（パラグアイ、ボリビア

等）から、ペルーの地デジ導入・推進の経験を参考にした

いとのニーズがよせられている。また、EWBS 導入に関心

のある多数のラテンアメリカ諸国からは、ペルーはこれま

で唯一 EWBS 導入・運営していることから、ペルーの経験

を参考にしたいとのニーズもよせられている。本専門家

は、これらのニーズにも応えるために、ペルーのカウンタ

ーパートの能力強化を行いつつ、ペルーにおける地デジ及

び EWBS 導入・普及の経験等を他のラテンアメリカ諸国に

共有・助言することも期待される。

派遣の目的

ぺルーにおいて地上デジタル放送及び緊急警報放送シス

テム（EWBS）の知識が強化され、ラテンアメリカ諸国に同

知識を普及するための能力強化がなされる。

期待される成果

１．ペルーにおいて、アナログ放送停波を成功裏に実施す

るために必要な情報を国民に提供するとともに、地上波デ

ジタル放送の導入に係るマスタープランに従い、全国で地

上デジタル放送の導入が促進される。

２．ペルーにおいて、様々な自然災害時に国民に警報でき

るよう、緊急警報放送システム（EWBS）の使途の拡大が行

われる。

３．ラテンアメリカ諸国に地上デジタル放送の導入及び

EWBS の導入に係るペルーの経験を共有する。

活動内容

1-1．ペルーにおいて、国営及び民間放送の地デジ送信所

の設置・運用に係る技術面の助言を行う。

1-2．ペルーにおいて、地デジサービスのための技術規定

の作成を支援する。

1-3．ペルー及び他のラテンアメリカ諸国のアナログ放送

停波に向けた対策の実施を支援・助言する。

2-1．国家防災庁（INDECI）、国営放送（IRTP）、運輸通



信省（MTC）及び国立電気通信訓練研究所（INICTEL）等を

はじめとする関係機関に対して、EWBSを活用した緊急警報

事業の発展を支援する。

2-2．ペルーの国営及び民間放送に対して、EWBS導入・活

用の助言を行う。

2-3．地デジ送信機及びEWBS信号受信機の技術仕様の策定

を支援する。

2-4．EWBSの運用に係る技術規定策定を支援する。

3-1．地デジ・EWBSに係る技術者のための研修プランを作

成する。

3-2．ペルーにおいて、地デジ・EWBSに係る人材の技術能

力を強化する。

3-3．他のラテンアメリカ諸国において、地デジ・EWBS普

及計画の作成の助言をする。

3-4．他のラテンアメリカ諸国において、地デジ送信所及

びEWBSの設置・運用に係る技術面の助言を行う。

3-5．他のラテンアメリカ諸国の周波数プランの策定を支

援する。



案件概要表

作成年月日：2019 年 9 月 13 日

業務主管部門名：JICA ペルー事務所

１．案件名                                     

国名： ペルー   

案件名：

（和名）「地上デジタルテレビ放送と自然災害時の緊急警報システム（EWBS）の   

活用」

（英名）International Course on Digital Terrestrial Television and its 

Application to the Emergency Warning Broadcasting System (EWBS) for Natural 

Disasters

２．事業の背景と必要性                                   

（１）当該国における通信セクター／防災対策セクターの開発の現状・課題及

び本事業の位置付け

ペルーは 2009 年 4月に日伯方式（ISDB-T）地上デジタル放送の採用を決定し

た。これに伴い、JICA は、同国における地デジ放送完全移行に向けた技術移転

及び ISBD-T 方式の特徴の一つである緊急警報放送システム（EWBS）の導入・普

及を行うため、2009 年から 2017 年まで 3 名の専門家を運輸通信省（MTC）及び

国立工科大学国立電気通信訓練研究所（INICTEL-UNI）に派遣してきた。また、

2015 年 G/A 署名の文化無償により、地デジ放送、HD 番組制作及び EWBS 導入に

必要な機材を供与し、当該技術を備える人材育成、環境整備を支援してきた。

中南米地域においては、ペルーの他、ISBD-T を採用した国が 13 カ国存在し、

これら各国においても「地デジ放送移行のためのプラン策定と実行」、「ISDB-T

による EWBS の活用」、及び「地デジ放送、HD番組制作」に係るノウハウ蓄積が

求められている。このため、日本人専門家や無償資金協力による支援実績があ

り、他国より当該技術の比較優位性を有するペルーを通じて、地デジや EWBS 等

を活用した災害情報の伝達方法と、その普及・発展の経験を域内で共有するた

めの第三国研修を実施することとなった。

(２)通信セクター／防災対策セクターに対する我が国及び JICAの協力方針等と本

事業の位置付け

本案件は、対ペルーの援助方針において、重点分野の一つとなっている防災対策

に関し、防災・災害対策という開発課題に貢献し、防災行政強化プログラムに位置づ

けられる。

（３）当該セクター／地域における他の援助機関の対応



地デジ・EWBS に関する援助機関による支援はないものの、防災分野に関しては

2019 年、中国政府の支援により「ペルー国家緊急センター（COEN）」新施設が 2019

年に完成した。

３．事業概要                                      

（１）事業目的：

ISDB-T を採用した中南米諸国において、地デジ放送導入や緊急警報システム

（EWBS）の活用方法、デジタルコンテンツ、双方向サービス等にかかる知識とグッドプ

ラックティスが共有される。

*対象国（2019 年度）：アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コスタリカ、エクアドル、エルサ

ルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、パラグアイ、ウルグアイ

*対象人数（2019 年度）：上記１２カ国から最大１３名

（２）プロジェクトサイト／対象地域名：リマ

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ）

直接受益者： 地デジ放送・同放送番組制作・EWBS に携わる各国機関の責

任者及び技術者

最終受益者：地デジ放送、EWBS サービスを享受する中南米地域国民

（４）総事業費（日本側）：２２，８００千円

（５）事業実施期間： ２０１９年１１月～２０２２年１１月（研修１回/年×３回）

（６）事業実施体制

１）研修実施機関及びサイト:国立工科大学国立電気通信訓練研究所

（INICTEL-UNI）。

２）その他協力機関：運輸通信省（MTC）、国家防災庁（INDECI）、ペルー国

営放送（IRTP）、海軍水利航行局（DHN）。

３）域内各国との研修応募勧奨手続き：ペルー国際協力庁（APCI）

（７）投入（インプット）

１） 日本側

①中南米地域からの研修員受入に係る費用（研修員渡航経費、宿泊費、保険

料など）

②その他研修実施に必要な経費（研修員ペルー国内移動費など）

③機材供与：研修実施用機材（必要に応じ）

２）ペルー国側

① カウンターパートの配置：INICTEL-UNI 職員 10名程度（支援スタッフ



含む）、その他協力機関職員

② 案件実施のためのサービス・施設：講師、教材、INICTEL-UNI の施設提

供、その他研修実施に必要な経費の負担

（８）他事業、他援助機関等との連携・役割分担

１）我が国の援助活動

1995：ペルー国営放送局機材整備計画（一般無償）

1996：国営放送局教育番組ソフト供与（一般文化無償）

2008：ペルー国営ラジオ・テレビ局番組ソフト整備計画（一般文化無償）

2009-2014：地上デジタル放送導入支援アドバイザー（個別専門家）

2014-2016：広域防災システム整備計画（防災無償）

2015-2017：緊急警報放送システム（EWBS）普及支援アドバイザー

2015-2018：地上デジタル放送人材育成機材整備計画（文化無償）

2019 年度派遣予定：「地上デジタルテレビ放送と自然災害時の緊急警報放送システム

（EWBS）の活用」（個別専門家）

２） 他援助機関等の援助活動

   中国政府：国家緊急センター（COEN）建設

（９）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

１）環境社会配慮 なし

① カテゴリ分類：C

＜活動内容／分類理由＞

（１０）その他特記事項：特になし

４．事業の枠組み                                           

（１）上位目標：

地デジ放送が ISDB－T 採用国に導入され、緊急警報放送システム（EWBS）を

通じた自然災害警報が活用されることにより、災害被災者数削減に貢献する。

（２）プロジェクト目標：

ISDB-T を採用した中南米諸国において、地デジ放送移行や緊急警報システム

（EWBS）の活用方法、デジタルコンテンツ、双方向サービス等にかかる知識と好事例

が共有される。

指標及び目標値：地デジ放送移行、EWBS 活用方法、デジタルコンテンツ、双

方向サービス等、研修を通じて技術移転、共有された知識に基づき、各研修員



が帰国後取り組むアクションプランが作成される。

（３）成果

成果１：ISDB-T とその活用について基本的なコンセプトが理解される。

指標及び目標値： ISDB-T に係る自国の現況と課題が整理されるとともに、当該技

術のコンセプトと活用方法を説明できるようになる。

成果２：法的枠組みや規制ツールなど、地デジ普及における経験と課題が共有され

る。

指標及び目標値： ペルーの経験に基づき、自国で ISDB-T 導入に必要な法・規則が

整理される。

成果３：地デジコンテンツ制作についての知識が得られる。

指標及び目標値：ペルーの経験に基づき、自国で導入可能な地デジコンテンツ制作

技術、ツールが明らかになる。

成果４：ペルー国の地デジを活用した緊急警報放送システム（EWBS）が理解され、参

加国のそれぞれの状況に基づく適用の可能性が検討される。

指標及び目標値：自国における災害リスクに応じた、EWBS の有効活用方法が整理さ

れる。

成果５：データ放送（Middleware Ginga）や、その他関連する革新技術が紹介される。

指標及び目標値： 双方向アプリケーションの開発など、ISDB-T を活用した様々なコ

ンテンツについて理解を深める。

（４）活動

１．座学：INICTEL-UNI の校舎で INICTEL-UNI、IRTP、INDECI 及び日本人専門

家による講義を行う。

２．ラボにおける実習：INICTEL-UNI のラボで、INICTEL-UNI 及び-IRTP の講師

指導による実習。

３．座学とラボにおける実習：INICTEL-UNI のラボにおける双方向サービスの講

義と実習。

４．座学とラボにおける実習：INICTEL-UNI のラボにおける EWBS 講義と実習。

５．リマにおけるテレビ局、INDECI、DHN などの視察

５．外部条件                                              



国立工科大学 国立電気通信訓練研究所（INICTEL-UNI）に関して、大きな組織編

成や地デジ放送に関連する政策の大幅な変更がない。

６．過去の類似案件の教訓と本事業への適用                         

特になし。

７． 事前評価結果                                               

事前評価なし

８．今後の評価計画                                          

（１）今後の評価に用いる主な指標

  ４．のとおり。

（２）実施中モニタリング計画

研修終了１ヵ月以内：相手国実施機関、関係機関とのレビュー

（３）実施後の評価計画

１）対ペルー実施機関：評価会を通じた今次協力成果や課題を踏まえ、次フ

ェーズ第三国研修の実施等について検討を行う。

２）対研修参加者：各研修参加者に対する事後評価は計画しないが、研修参

加者が研修中に作成するアクションプランの進捗状況等から必要に応じ事後サ

ポート（短期技術指導、活動支援等）を検討。

９．備考                                              

以 上



案件概要表

技術協力プロジェクト 2020 年 4 月 1 日 現在

主管区分：本部主管案件

経済開発部

案件名 (和) ウトゥクバンバ渓谷上流地域における文化的景観

の持続的な開発促進プロジェクト

(英) Project for Sustainable Development of the Cultural 
Landscape of the Upper Utcubamba Valley

対象国名 ペルー

分野課題 1 民間セクター開発-観光

分野課題 2
分野課題 3
分野分類 商業・観光-観光-観光一般

プログラム名 地方農村部生産性改善プログラム

援助重点課題 経済社会インフラの整備と格差是正

開発課題 格差是正のための農村開発強化

プロジェクトサイト アマソナス州ウトゥクバンバ渓谷

署名日(実施合意) (*) 2018 年 11 月 22 日

協力期間 (*) 2019 年 03 月 1 日 ～ 2023 年 02 月 28 日

相手国機関名 (*) (和) 文化省

(英) Ministry of Culture

プロジェクト概要

・背景

ペルーには、紀元前からインカ帝国までのアンデス文明およびスペイン植

民地時代の遺跡が全国に数多くあり、これら豊富な文化遺産や自然の観光

資源を活用した観光産業は外貨獲得の貴重な手段の１つである。通商観光

省（以下「MINCETUR」という。）がまとめた「観光の経済測定

（Medici&oacute;n Econ&oacute;mica del Turismo）」（2016 年）によると、

観光産業はペルーの GDP の 3.9%（2016 年）を占め、観光収入は 2015 年

に 41.51 億米ドルに達し、2011 年との比較で約 42％の成長を記録した。

他方、国指定文化遺産の観光目的の利用に関しては、文化省（以下

「MINCU」という。）が観光目的利用管理計画の承認を行い、MINCETUR



と調整しつつ国指定文化遺産を保護すること、国指定文化遺産のある地方

政府と協定を締結して文化遺産保全・活用を図ることとされている。

しかしながら、一部観光地域では、文化遺産保全や景観に十分に配慮さ

れていない開発が進められ、同地域の受入能力以上に観光客数が増加した

結果、遺跡保護や景観保全に懸念が生じている。こうした先例の反省の下、

ペルーにおいて地方政府の開発計画と調整しつつ文化財や自然景観の保

護と持続可能な活用をすすめることは急務となっている。

ペルー北部のアマソナス州は、国家統計局によると貧困率は 50%（2014
年）と国内の最貧困州の１つである。同州は貧困削減の手段として、遺跡

や自然など多様な観光資源を活用して観光開発を進めることを目指して

いる。同州南部のウトゥクバンバ渓谷上流地域（以下「UUV」という。）

は、クエラップ遺跡を始めとした同地の文化史跡が渓谷一帯に無数に存在

している。2017 年 3 月にロープウェイが完成して以来、クエラップ遺跡

へのアクセスが向上し、観光客が急増している。また、同地域には、プレ・

インカ時代だけでなくインカ時代及びスペイン植民地時代の多様な文化

に基づいた伝統的な生活様式・風景が存在する。MINCU は、対象地域一

帯の景観を保存するため、UUV を「文化的景観  」カテゴリーでの世界遺

産へと登録することを目指している。

他方、UUV では史跡の破壊・盗掘、観光地周辺での不法居住・農地化とい

った課題が見られる。また、現地の観光関連企業も十分に成長しておらず、

観光商品やサービスの供給は不足している。そのため、文化・自然遺産を

保全・活用しつつ観光関連ビジネス振興を両立することにより UUV の住

民が裨益する、持続可能な観光開発モデルの構築が求められている。

このような背景のもと、ペルー政府の要請を受け、JICA は 2013 年 8 月

から 2014 年 3 月にわたり「クエラップ遺跡世界遺産登録に係る計画策定

支援」専門家を派遣した。同専門家の活動を通じ、UUV の文化・自然遺産

の保全と観光振興を両立するためには、エコミュージアムの手法を用いた

観光開発の推進が望ましいことが確認された。なお、エコミュージアムと

は遺跡とその周辺部の自然及び文化資源を展示物とみなし、地域全体を屋

根のない博物館と捉え、同概念に基づき文化・自然遺産の保全と観光開発

を両立させる手法である。本定義は「クエラップ遺産世界遺産登録に係る

計画策定支援」専門家業務において定めたものである（詳細は第６条（１）

に記載）。

これらの検討状況を踏まえ、エコミュージアム手法を用いた UUV におけ

る持続的な観光開発モデルの構築に係る支援の要請が 2016 年 7 月に日本



政府に対しされた。同要請を受け JICA は、2017 年 7 月と 11 月に詳細計

画策定調査を実施し、MINCU をはじめとするペルー側関係者との協議を

通じ、「ウトゥクバンバ渓谷上流地域における文化的景観の持続的な開発

促進プロジェクト」（以下「本プロジェクト」という。）の実施内容につい

て合意を形成した。

・上位目標

地元住民が主体となる観光開発モデルの構築・実施を通じ、アマソナス州

ウトゥクバンバ渓谷の住民の生計水準が向上する。

・プロジェクト目標

アマソナス州ウトゥクバンバ渓谷において、文化的景観に配慮した地域住

民が主体となる観光開発モデルが構築される。

・成果

1) ウトゥクバンバ渓谷において、文化的景観を管理・保全しつつ持続的な

観光開発を実現するための規制・

枠組みが提案される。

2) ウトゥクバンバ渓谷に存在する文化的資源のリストが作成され、観光

資源としての活用可能性が分析される。

3) ウトゥクバンバ渓谷において、エコミュージアムの要素として、文化的

資源をつなぐ観光ルートが設計される。

4) エコミュージアムモデルに基づき、ウトゥクバンバ渓谷が有する文化

的資源・地域資源について地域住民

への啓発活動が行われ、地域住民主体のパイロットプロジェクトが実施さ

れる。

5) ウトゥクバンバ渓谷の文化的資源・地域資源を活用した地域住民によ

る経済活動が支援される。

・活動

1-1. 対象地域の潜在的観光資源（文化的景観の構成要素）と考えられる自

然・文化遺産や地域に遺る慣習・文化を特定、評価、リスト化する（ベー

スライン調査）。

1-2. エコミュージアム構想に基づいた景観保全と観光開発を官民協働で

推進するためのプラットフォームを構築する。



1-3. ワーキンググループ及びプラットフォームの下でベースライン調査

の結果を分析・検証し、エコミュージアム構想に基づく観光開発のアクシ

ョンプラン（案）を策定する。

1-4.各パイロット地域におけるエコミュージアムの設計（コアの設定、サ

テライトの選定、ルーティング）を行う。

1-5.上記アクションプラン（案）に基づきパイロットプロジェト（例：観

光圏・ツアー開発、博物館展示物の改善、ガイド養成等）を実施及びモニ

タリングを行い、適宜上記方針を修正する。

1-6.上記パイロットプロジェクトの結果を検証し、アクションプランを最

終化する。1-7.同アクションプランを関係者（関連省庁、地方自治体、ユ

ネスコ、民間事業者、対象地域住民等）に紹介する。

2-1.ペルー及びアマソナス州の既存の遺跡・景観保全計画や自然保護法、

観光開発計画及びビジネス振興や金融支援などに関する法令・制度のレビ

ューを行う（ベースライン調査）。

2-2.ウトゥクバンバ渓谷上流地域において文化的景観の保全と観光振興に

関連活動ガイドラインを策定し、地方政府に提案する。

2-3.エコミュージアム構想に基づき、観光関連ビジネス活動の促進に関連

する規定と規則（観光関連投資の誘致、起業支援等）を提案する。

2-4.観光産業収益を文化的景観の保全に充てる資金メカニズムを検討し、

素案を策定する。

2-5.上記 2-2～2-4 で策定した規定・ガイドラインを上記 1-3 で策定するア

クションプラン（案）に反映する。

3-1.対象地域における地域住民を対象とした文化的景観保全に係る意識啓

発活動の実績について調査・分析する（ベースライン調査）。

3-2.アマソナス州政府や MINCU の職員に対して、文化的景観保全及び観

光産業振興に係る能力強化研修を計画し、実施する。

3-3.地域住民に対して、エコミュージアム構想に基づいた「文化的景観保

全と観光開発とのバランス維持の重要性の理解を深めるためのワークシ

ョップを策定し、開催する。

3-4.対象地域における文化的景観保全と観光開発とのバランスを維持する

ための C/P に向けたマニュアルを策定する。

4a-1. 対象地域におけるコミュニティや民間セクターによる観光関連ビ

ジネスや生産活動（地域産品を活用した商品/サービス、金融アクセスやビ

ジネスオーナーらによる技術支援の現状）を把握し、彼らの活動上のニー

ズを特定する（ベースライン調査）。



4a-2.
民間またはコミュニティのビジネスや生産者（グループ含む）への支援ス

キームと仕組みを策定する（企業/起業家/生産者/コミュニティに対する研

修モジュールや金融支援システム等）。

4a-3. 企業/起業家/生産者/コミュニティに対して 4a-2 のサービス提供が

可能と想定されるサービスプロバイダーとその数を特定し、彼らへの研修

を行う（Training of Trainers）。
4a-4. 4a-3 の研修を受けたプロバイダーによって、企業/起業家/生産者/コ
ミュニティに対してビジネス・生産活動の研修を実施し、必要に応じて研

修メニューを改定する。

4b-1. エコミュージアム観光のマーケティングを実施する。

4b-2. パイロット地域において、国内及び国際的な潜在観光客に対する

PERTUR に沿った観光プロモーション活動を計画する（ウェブやソーシ

ャルメディアや FAM トリップ、ツーリズムエクスポ、プロモーションマ

テリアルの策定を含む）。

4b-3. 4b-2 で計画された中で、実施可能なプロモーション活動を実施し、

それらの活動結果をモニタリングする。

・投入

・日本側投入

i) 文化・自然・観光資源に関する法制度の専門家 1 名

ii) 文化的資源の特定・リスト作成に係る専門家 1 名

iii) 文化的景観の保全・管理に係る専門家 1 名

iv) エコミュージアムモデル導入に係る専門家 1 名

v) 地元住民の経済支援に係る専門家 1 名

vi) 観光・文化分野の国際協力プロジェクト形成に係る専門家 1 名

vii) 世界遺産全般に係る専門家 1 名

・相手国側投入

受入体制として、文化省本省の文化的景観専門家 3 名、世界遺産管

理専門家 2 名、文化省アマソナス地方事務所の文化的景観専門家が担

当として配置される。

・外部条件

ペルー側の各投入に関する予算措置がなされること。



実施体制

・現地実施体制

文化省は文化遺産や文化産業の振興・管理等に関する諸事業を通じて文化

に関する諸政策の実施・監理を担う省庁である。本事業を担当する文化遺

産局（Direccion General de Patrimonio Cultural）下の文化的景観課

（Direccion de Paisaje Cultural）は、国内の文化的景観の特定・調査・管

理等を担う部署であり、同課を含む文化遺産局の複数の専門家からなるグ

ループが本事業のカウンターパートとなる

・国内支援体制 (*)

関連する援助活動

・我が国の援助活動

1) 我が国の援助活動 Cooperation of the Japanese ODA
我が国はペルー共和国における観光産業は同国の経済発展を進める重

要分野であるとの認識のもと、1999 年に全国観光開発マスタープランフ

ェーズ I を実施し、北部観光回廊および南部観光回廊の二大観光回廊を中

心とした観光戦略を提案した。クスコ、マチュピチュ、プーノ等を含む南

部観光回廊は当時既に観光地として開発が進んでいたが、トゥルヒーヨ、

チクラヨ、チャチャポヤス（アマソナス州都）を含む北部観光回廊は未整

備であっため、我が国は 2001 年の全国観光開発マスタープランフェーズ

II では、北部観光回廊開発のためのマスタープランを策定し、アクション

プランを提案した。さらにアマソナス州に対しては現在有償資金協力「ア

マソナス州地域開発事業」（2013 年 1 月 L/A 調印）を実施し、観光資源整

備、道路・廃棄物の衛生処理場整備等のインフラ整備を行っており、本件

との相乗効果が期待される。

2) 他ドナー等の援助活動 Cooperation by Other Donor Agencies, etc.
特になし

・他ドナーの援助活動



(*) 該当する場合のみ記載



案件概要表

国際協力機構地球環境部 自然環境第二チーム

１．案件名                            

国 名： ペルー国

案件名： 和名 森林保全及び REDD+メカニズム能力強化プロジェクト

英名  The Project on Capacity Development for Forest Conservation and REDD+ 
Mechanisms

２．事業の背景と必要性                   

（1）当該国における森林保全セクターの現状と課題

ペルー共和国（以下「ペルー」）の国土は大きく 3 つの地形に分けられ、西部沿岸部の乾燥地域、

中央部のアンデス山脈が連なる高地、そして東部の熱帯地域からなっており、それぞれに固有の

貴重な自然を有している。中でも熱帯地域は世界最大の熱帯林を有するアマゾン川流域に属し、

アマゾン熱帯林の中でペルーはブラジルに次ぐ第二位の 67,992 千㌶（FAO FRA2010）の熱帯

林を有し、地球温暖化の原因とされている温室効果ガスの吸収源としても大きな役割を果たして

いる。しかしながら、近年では違法伐採や、入植による農地への転換など、適切な管理計画に基

づかない森林伐採をはじめとする生産活動により森林面積の減少が続き、年間 0.22％、約 150
千㌶（2005-2010 年）の割合で減少が続いている。この割合は 1990 年から 2005 年の間の 0.14％
よりも増加傾向にある（FAO FRA20101）。このような状況に対してペルー政府は環境省の下に

2010 年「気候変動緩和のための国家森林保全プログラム（2010-2020）」2（PNCB）を立ち上げ、

気候変動の緩和と持続的な発展に向けた取り組みを強化している。現在 PNCB では森林保全の

ため REDD+3の推進を柱とした事業を実施している。しかしながら森林の土地変化をモニタリ

ングし、関係機関に報告すべき PNCB に十分な技術力や実施体制が整っていないことや、モニ

タリングの結果を受けて取り締まりを行うべき地方行政機関や生産林を管轄する農業灌漑省

（MINAGRI）との情報の適切な共有体制が整っていない等の状況にあり、PNCB を中心とした

森林保全にかかわる地方行政機関や MINAGRI などの関係機関の能力及びそれらの連携体制の

強化が求められている。このため、技術協力プロジェクト「森林保全及び REDD+メカニズム能

力強化プロジェクト」（以下「本事業」という）では PNCB を直接のカウンターパートとしつつ

も、MINAGRI、及び本事業の中でパイロットプロジェクトを行う３州の地方行政機関への能力

                                           
1
The Global Forest Resources Assessment 2010

2
PNCB(Programa Nacional de Conservación de Bosques：国家森林保全プログラム)：54 百万 ha に及ぶ森林の保

全や温室効果ガス排出量の増加を抑える低炭素な社会づくりを目的とした国家プログラム。2020年までの期限付き

のプログラムとして発足しているが、詳細計画策定調査において、本取組みについて環境省が責任を持ち同プログ

ラムの延長を含む持続的な取り組みとすることを確認した。
3
REDD+：Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in development countries

開発途上国における森林減少・劣化等に由来する排出の削減等



強化と連携体制の強化を行うものである。なお、本事業に先立ち日本政府では環境プログラム無

償「森林管理計画」（2010 年）を実施し、森林モニタリングの機材・衛星データの供与を行って

おり、森林基盤図の作成などのモニタリングの基本となる業務をペルー政府側で実施している。

本技術協力ではこの成果を伸ばし、実際のモニタリングに活用できるよう技術協力を行うととも

に、この協力によって調達された機材やデータを有効に活用して、効率的な技術協力を行うこと

とする。これらを背景とし、プロジェクトを開始したが、その後のペルー国内における、森林保

全、REDD+に関連する実施方針の変更に伴い、特に MINAGRI との連携の必要性がさらに増す

こととなった。このため、MINAGRI の森林野生生物局（Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre ：SERFOR）もカウンターパートに加え、２省と連携し、中央政府および地方行政機

関への能力強化を進めることとする。

（2）当該国における森林保全セクターの政策と本事業の位置づけ

前述の状況に対し、ペルー政府は 2009 年 UNFCCC4 第 15 回締約国会議（COP15）において合

意されたコペンハーゲン合意5に賛同、また REDD+にも積極的に取り組んでおり、森林保全に

向けた戦略として National Environmental Agenda (2013-2014)を策定し、自然環境資源の持続的

な活用をめざし、PNCB を立ち上げた。しかし、本組織は 2020 年までの時限的組織であり、2016
年以降、森林の持続的な活用に関しては SERFOR の関与が増し、また、森林政策の基盤となる

国家森林野生生物計画（PLNFFS）の策定が、今後の REDD+の進展に重要である。

（3）森林保全セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績

我が国はペルーへの援助方針の中で「環境対策」を重点分野の一つとしてあげており、その中で

熱帯林保護に対する支援を行っていくことを明記している。また JICA 自然環境保全分野事業戦

略（2014-2020）においてはペルーを戦略課題「地球温暖化対策のための持続的森林管理」の重

点国として位置付けている。

これまでの自然環境保全分野における我が国の援助実績は以下の通り。

・環境プログラム無償「森林保全計画」2010 年

ペルー全土の森林保全・管理を目的として，森林の植生状況の調査，関連基礎情報の収集・分析・

管理等の活動に必要な機材等を供与。森林資源情報の収集・分析能力等を強化することにより、

同国の森林保全計画の立案，森林面積の維持・拡大等に貢献するとともに地球規模課題である温

暖化効果ガスの削減に寄与することを目的とする。

                                           
4
United Nations Framework Convention on Climate Change ：気候変動枠組条約。目的・活動は次の通り。大気

中の温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的とする気候変動枠組条約及び京都議定書の目的を遂行するために、

締約国会議の会合及び気候変動枠組条約により設置される補助機関の会合を準備すること。また必要に応じてこれ

らの会合に役務を提供し、他の関係国際団体の事務局との必要な調整を行うこと。
5次の内容を含む合意文書（1）地球の気温の上昇を 2℃以内に抑える（2）先進国は 2020 年までに削減すべき目標、

途上国は削減のための行動を決め、2010 年 1 月末までに提出する（3）先進国の削減目標と、途上国の削減行動の

結果は、COP によって確立されるガイドラインによって、測定、報告、検証（MRV）される（4）途上国の温暖化

対策支援のため、先進国で 2010-2012 年に 300 億ドルと、2020 年までに毎年 1000 億ドルの支援を目標とする



（4）他の援助機関の対応

ペルーの有する自然環境の重要性やペルー政府が自然環境保全に対して前向きな取り組みを行

っていることから、様々な援助機関が同国森林保全分野で積極的な支援活動を行っている。

主な協力は次の通り。

 REDD+メカニズム確立支援（ドイツ復興金融公庫、Gordon ＆ Betty Moore 財団）：REDD+
確立のための法制度整備及び MRV 等 REDD+プロジェクト実施に向けた技術的支援

 REDD+実施準備プロジェクト（米州開発銀行）：REDD+プロジェクト実施準備に向けた資

金支援

 森林炭素パートナーシップファシリティー 準備支援（世界銀行）：REDD+実施にかかる組

織強化、国レベルでの温室効果ガス排出レベルの策定、国家森林資源モニタリングの実施

支援

 森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減および持続的な開発の推進プロジェクト（ノ

ルウェー/ドイツ）：REDD+プロジェクトの準備支援および実施時の成果払いへの資金支援。

約 3 億ユーロを上限として支援。

３．事業概要                          

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）

本事業は、ペルーにおいて、環境省（リマ市）の森林保全及び REDD+に関する行政機能の改善、

衛星技術の活用技術の改善（違法伐採の早期警戒システム構築など）、森林保全に係るパイロッ

トプロジェクトの実施（サンマルティン、ウカヤリ、ランバイェケ、ピウラ、トゥンベス）、及

び森林保全にかかわる機関の能力の改善を行うことにより、プロジェクト対象機関の森林保全及

び REDD+に関する能力強化を図り、もって向上した技術がペルーにおける森林保全及び

REDD+活動に寄与するものである。

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 :
リマ市（環境省を含む中央省庁）、サンマルティン州（州面積 51,253.31 km2）、ウカヤリ州（同

101,830.64 km2）、ランバイェケ州（同 14,231.3 km2）、ピウラ州（同 35,892.49km2）、トゥンベ

ス（同 4,045.86km2）

尚、パイロットプロジェクト実施地域としてアマゾン熱帯林地域、乾燥林地域から、それぞれ実

施体制、コミュニティ・フォレスト6の分布の広さ、森林減少・劣化の程度を選定基準として、

アマゾン熱帯林地域からはサンマルティン州、ウカヤリ州、乾燥林地域からは多様な乾燥林地域

をカバーするため、ランバイェケ州、ピウラ州、トゥンベス州を選定した。

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ）：

直接受益者：SERFOR 職員、PNCB 職員、森林保全分野関係省庁職員、森林保全分野関

係州政府職員、対象地域地方森林官

                                           
6 地域住民が共有・共同管理している森林。入会地等



最終受益者：地方政府職員、州および地方森林協議会、先住民コミュニティーおよびその

他の森林利用者

（4）事業スケジュール（協力期間）：2016 年 3 月～2020 年 12 月（57 か月）

（5）総事業費（日本側）：約 6.5 億円

（6）相手国側実施機関 ：農業灌漑省・森林局（SERFOR/MINAGRI）、環境省国家森林保全・

気候変動プログラム （PNCB/MINAM）

（7）投入（インプット）

1）日本側

① 専門家派遣（チーフアドバイザー/森林保全・REDD+組織強化、森林モニタリング/早期

警戒、森林地図/土地被覆判別、衛星画像分析、能力強化、その他必要に応じて派遣）

② 研修（本邦研修：森林行政、レーダー画像分析など）、第三国研修および現地研修

③ 機材供与（車両、衛星画像、その他プロジェクト実施に必要な機材）

2）ペルー側 カウンターパート（CP）の配置及び CP の活動に必要な経費等、事務所

スペースとその仕様にかかる光熱費等

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転：無し

① カテゴリ分類（A,B,C を記載）：C
② カテゴリ分類の根拠 ：本事業は人的能力強化に関わる活動が主体であり、また、森林

の持続的な管理に寄与するパイロット活動の実施が想定されていることから、「国際協力

機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）上、環境への望ましくない影響は

最小限であると判断される。

③ 環境許認可：必要なし

2）ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減：特になし

3）その他 ：特になし

（9）関連する援助活動

1）我が国の援助活動：

環境プログラム無償「森林保全計画」によってこれまで森林モニタリングのための機材やデー

タが環境省や農業灌漑省へ供与されており、本事業ではこれらの機材やデータの有効活用促進も

想定している。

2）他ドナー等の援助活動：

2.（4）に記載。中でもノルウェー/ドイツの協力による“森林減少・劣化からの温室効果ガス

排出削減および持続的な開発の推進プロジェクト”および森林炭素パートナーシップファシリテ

ィー（FCPF）による協力との連携が見込まれる。両基金による協力は REDD+プロジェクトに

対する成果払いが条件となっているが、成果が出るまでの経費確保がプロジェクト実施の障害と

なっている。



４．協力の枠組み                      

（1）協力概要

1）上位目標と指標

目標：向上した技術がペルーにおける森林保全及び REDD+活動に活用される

指標：森林保全や REDD+にかかわる関係者の少なくとも 80％が本プロジェクトによって技

術が向上したことを認識する。

2）プロジェクト目標と指標

目標：プロジェクト対象機関の森林保全及び REDD+に関する能力が強化される

指標：①対象地域で準リアルタイム森林監視システムが森林保全のために活用される。

②森林モニタリングと森林地図の作成に関する向上した技術によって得られた情報

が対象地域において活用される。

3）成果

成果 1. REDD+と持続的森林管理に関する重要政策が実施される。

成果 2. 国家森林野生生物監督警戒システム(SNCVFFS)の効果が向上する。

成果 3. 森林ゾーニングの手順に関して、森林資源情報が改善する。

4）活動

成果 1.に対し

1-1: 国家森林気候変動戦略（ENBCC）の重要なコンポーネントを実施する。

1-1-1: 森林減少抑制のための連携改善と効果的実施、活動強化を実現するセクター横断

的管理とマルチレベル情報システム(国家森林野性成物情報システム、SNIFFS)を開発し

て実施する。

1-1-2: 先進のリモートセンシング技術の導入を通じて、浸水林を含む森林生態系脆弱性

の分析とベースラインを補完する。

1-2: 国家森林野生生物計画（PLNFFS）策定プロセスを強化する。

成果 2.に対し

2-1: 国家森林野生生物監督警戒システム(SNCVFFS)の実施を支援する。

2-1-1: SNCVFFS を支えるために SNIFFS の森林早期警報システムを強化する。

2-1-2: SNCVFFS の調整の場をパイロット州で強化する。

2-2: SERFOR とその他の SNCVFFS 関係者による森林早期警報に関する能力を強化する。

2-2-1: JJ-FAST などの新しい森林早期警報プラットフォームに関する能力強化を国家レ

ベル（SERFOR、PNCB など）で行う。

2-2-2: 森林早期警報のモニタリングに関する能力を準国家レベル（州政府、SERFOR 地

方事務所/ATFFS、検問所）で強化する。

成果 3.に対し

3-1: 乾燥林の森林・非森林被覆分類能力を強化する。

3-1-1: 乾燥林の森林・非森林の分類とマッピング、モニタリングの実践的な方法論を開



発する。

3-1-2: 開発した方法論を地上調査を通じて検証する。

3-1-3: 乾燥林の森林・非森林マップを作成する。

3-1-4: 実践的な方法論の詳細記述と手順を印刷物や電子版などの媒体で普及する。

3-1-5: SERFOR と PNCB、州政府の技術者に技術移転を行う。

3-2: 森林ゾーニング用のマッピングとモニタリングに先進リモートセンシング技術を活

用する方法論の開発に対して技術アドバイスを行う。

3-2-1: 森林マッピングの方法論を開発する。

3-2-2: 乾燥林における森林回復潜在地マッピングの方法論を開発する。

3-2-3: 森林ゾーニングのガイドラインをもとに指標の変化をモニタリングする方法を開

発し、SNIFFS の衛星モニタリングユニットと連携して変化モニタリング・評価の

プラットフォームをデザインする。

3-2-4: 中央と準国レベルで技術能力の移転を行う。

５．前提条件・外部条件                         

（1）前提条件 ：なし

（2）外部条件（リスクコントロール）：

・治安状況が大きく変化しない。

６．評価結果                                   

本事業は、ペルー国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また計画

の適切性が認められることから、実施の意義は高い。

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                      

（1）類似案件の評価結果

ブラジル「アマゾン森林保全・違法伐採防止のための ALOS 衛星画像利用プロジェクト」（2009
～2012）において衛星画像を利用した準リアルタイム森林監視システムを構築した。同事業で

はブラジル環境・再生可能天然資源院と連邦警察の綿密な連携により、違法伐採の検出から取締

実施へと結びつけることができたことにより違法伐採の減少に結びつけることができた。

一方で、利用されていた衛星がプロジェクト途中で寿命を迎え、画像の提供が困難となった。プ

ロジェクト終盤であったことから事業への大きな問題は発生しなかったが、衛星の寿命等も十分

考慮する必要性が終了時評価報告書にて指摘されている。

（2）本事業への教訓

本事業においても、モニタリングシステムからの違法伐採情報を実際の取り締まりにつなげ、森

林保全に寄与するため、詳細計画策定調査の段階で関係機関との連携に留意し、環境省と農業灌



漑省、州政府等関係諸機関との間で事業実施の合意を取り付けることを事業実施の前提条件とし

た。

また、衛星の設計（目標）寿命は 2014 年から 7 年間（2021 年まで）に設定されており、本プ

ロジェクト期間中の衛星画像利用は突発的な事故がない限り担保されている。また、後継機の打

ち上げについても現在 JAXA において計画中である。

８．今後の評価計画                                

（1）今後の評価に用いる主な指標  

４．（１）のとおり。

（2）今後の評価計画

事業終了３年度  事後評価

（3）実施中モニタリング計画

事業開始後 6 か月毎にモニタリングを実施

９．広報計画                                  

（1）当該案件の広報上の特徴

1）相手国にとっての特徴 ：違法伐採の取り締まりは、取り締まりを行っていることが周知

されること自体が大きな抑止力となり成果を高めることから、積極的に広報を行う価値は高い。

2）日本にとっての特徴 ：一般の社会においても“アマゾン”には特別なネームバリュー

があり、日本の衛星を利用して、日本の技術協力により“アマゾン”の熱帯林を守ることは広

報的な価値も高い。

（2）広報計画 ：業務実施契約にパンフレットなどの広報マテリアの作成、広報活動の実施を含

め、具体的な活動計画についてはプロジェクト開始に計画を策定することとする。



案件概要表

作成年月日：2019 年 2 月 26 日

業務主管部門名：ペルー事務所

１．案件名                                     

国名： ペルー共和国   

案件名：

（和名）固形廃棄物処理事業実施促進ローカルコンサルタント

（英名）Solid Waste Management Project Local Consultant

２．事業の背景と必要性                                   

（１）当該国における環境セクターの開発の現状・課題及び本事業の位置付け

ペルーでは国全体で約 23,260 トン/日の一般廃棄物（以下、「廃棄物」とい

う。）が発生しているが、うち衛生埋め立て処分場で処理されているのは全体の

約 26%に留まっている。更にそれらの大部分がリマ地域での廃棄物であり、地方

都市においては、ほとんどの廃棄物が回収されないまま投棄されているか、野

積み方式によって処分されている状況である。かかる不適切な廃棄物処分は、

浸出水の流出・地下浸透に伴う地下水や水源の汚染、周辺住民の衛生環境の悪

化といった深刻な問題を引き起こしており、特に地方都市における衛生埋め立

て処分場の建設、収集・運搬の能力強化等を含む統合的な廃棄物の収集・処理

体制の整備が喫緊の課題となっている。

(２)環境セクターに対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置付け

このような状況に対応するため、JICA は 2012 年 10 月に円借款「固形廃棄物

処理事業」（以下「本事業」）の借款契約を締結し、環境省を実施機関とし、ペ

ルーの 23 地方都市を対象において、廃棄物の収集・最終処理体制の整備・改

善にかかる支援を実施している。

実施機関である環境省は 2008 年に設立された新しい機関であることから、類

似の対外債務案件の実施経験が少なく、円借款の手続きに基づく案件実施能力

に課題がある。2018 年 7 月から 2019 年 3 月にかけて、JICA はローカルコンサ

ルタントを雇用し、実施機関の能力強化を図ってきた。事業完成と事業効果発

現に向けて、環境省による円滑な案件実施を引き続き支援する必要がある。

以上の状況を踏まえ、円借款の手続きに基づく環境省の案件実施能力を強化

するコンサルタントを雇用する。

（３）当該セクター／地域における他の援助機関の対応

IDB（米州開発銀行）による固形廃棄物処理事業（ローン）



３． 事業概要                                      

（１）事業目的：円借款「固形廃棄物処理事業」の実施機関である環境省によ

り円借款の手続きに基づき案件が円滑に実施される。

（２）プロジェクトサイト／対象地域名：リマ及び「固形廃棄物処理事業」の

23サイト

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ）

直接受益者：環境省

最終受益者：地域住民及び JICA

（４）総事業費（日本側）：非公開

（５）事業実施期間： 2019 年 4 月～2021 年 6 月（計 26 か月）

（６）事業実施体制

（７）投入（インプット）

１） 日本側

① ローカルコンサルタント派遣（合計約 26M/M）：

1-1. コンサルタントによる詳細設計業務をレビューし、取るべき適切な対応

について実施機関へ助言・支援を行う。

2-1. 土木工事等の入札補助に関するコンサルタントの業務をレビューし、

JICA 同意申請手続きを含む取るべき適切な対応について実施機関へ助言・

支援を行う。

3-1. コンサルタントによる土木工事等の施工監理業務をレビューし、取るべ

き適切な対応について実施機関へ助言・支援を行う。

4-1. 土木工事等のコントラクターとの契約に関する実施機関による JICA 同

意申請に関する助言・支援を行う。

5-1. 用地取得手続きが未了である地方都市について、自治体による用地取得

手続きが円滑に行われるよう実施機関への助言・支援を行う。

6-1. 既に納入した機材や備品が適切に使用・管理されているか、確認する。

7-1. 実施機関への助言・能力強化の状況について、随時 JICA に報告を行う。

２）ペルー国側

① 施工監理に係る報告書・監理表の提供

② 執務環境の整備（パソコン、電話、インターネット接続、他）

（８）他事業、他援助機関等との連携・役割分担

１）我が国の援助活動

円借款「固形廃棄物処理事業」

２） 他援助機関等の援助活動

IDB（欧州開発銀行）

（９）環境社会配慮・貧困削減・社会開発



１）横断的事項：特に無し。

２）ジェンダー分類：特に無し。

＜活動内容／分類理由＞

（１０）その他特記事項

特に無し。

４．外部条件                                              

固形廃棄物処理事業が中止とならないこと。

５．過去の類似案件の教訓と本事業への適用                         

特に無し。

６．備考                                              

特に無し。

以 上



案件概要表

個別案件（専門家） 2020 年 3 月 16 日

主管区分：本部主管案件

中南米部

案件名 (和) 円借款総合調整アドバイザー

(英) Japanese ODA Loan General Coordination Advisor
対象国名 ペルー

分野課題 1 その他-その他

分野課題 2
分野課題 3
分野分類 その他-その他-その他

プログラム名 プログラム構成外

援助重点課題

開発課題

プロジェクトサイト ペルー共和国 リマ市

署名日(実施合意) (*)
協力期間 (*) 2016 年 11 月 11 日 ～ 2019 年 11 月 10 日

相手国機関名 (*) (和) 経済財政省

(英) Ministry of Economy and Finance (MEF)

プロジェクト概要

・背景

わが国の対ペルー円借款は、2016 年 1 月末までに合計 48 件、累計円借

款承諾額約 4,216 億円という、中南米諸国の中で最大規模であり、対ペル

ーODA 支援の中核スキームである。2000 年～2005 年のトレド政権下で

は新規円借款は供与されなかったが、2006 年～2011 年のガルシア政権下

で供与が再開され、計 7 件、約 374 億円の供与が実現した。また、2011
年 7 月に発足したウマラ政権に対しても、2012 年 3 月に 2 件約 76 億円、

2012 年度に 4 件約 211 億円、2013 年度に 1 件 100 億円、2014 年度に 2
件約 94 億円を承諾済みである。

ペルー国の公共事業は、公的資金の効率的・効果的活用の観点から、経

済財政省が所管する「国家公共投資システム（SNIP）」に従って管理され

ている。とりわけ、円借款事業を含めた対外債務借入を伴う事業について



は、公社、地方政府、各省の審査を踏まえて経済財政省により厳しく審査

されている。従って、円借款の案件形成を円滑に行い、事業の早期開始を

実現するためには、案件形成の早い段階から SNIP 審査を担当する経済財

政省と意見調整を行うことが必須である。（注：2016 年 12 月に SNIP が

投資の多年度計画と管理に関わる国家システム（Invierte.Pe）に再編。経

済財政省が所管しているものの、審査プロセスは実施機関が主体となり、

手続きが簡素化されている。）また、円借款の借款契約が調印済みの既往

案件についても、調達・貸付実行を含めた案件の円滑な実施を図るうえで

対外借入の窓口である経済財政省との連携が重要である。

JICA は新規円借款の供与が再開された 2006 年から「円借款総合調整専

門家」を経済財政省の計画・投資室に継続的に派遣し、ペルーの円借款に

よる支援希望分野の優先順位付け、優先順位の高い案件の発掘・案件形成、

SNIP 審査通過支援、既往案件の実施促進等の総合調整業務を行ってきた。

円借款供与が再開された 2006 年以降、これまで円滑に新規案件が形成さ

れ、供与に結びついていることには、上記専門家の貢献による部分が大き

い。

対ペルー円借款について、ペルー国は 2010 年度以降中進国入りし、円

借款の供与分野が限定されることから、案件形成の際に、円借款供与によ

ってペルー政府が支援を希望している分野と、円借款が実際に供与できる

分野を調整し、新規円借款案件を発掘・選定する必要がある。加えて、ペ

ルーの堅調な経済成長や、日本政府のインフラ輸出の政策を踏まえた新規

円借款案件形成を図っていく必要がある。2012 年 3 月に日本・ペルー間

の経済連携協定（EPA）が発効し、今後も両国の投資・貿易が拡大してい

くことが見込まれ、円借款及び有償勘定技術支援を通じた両国の投資・貿

易の促進支援の可能性についても検討が必要である。更に、近年は SNIP
の制度が厳格に運用されており、新規円借款案件の形成の難度が増してお

り、経済財政省を始めとするペルー側との緊密な調整を踏まえた円滑な案

件形成が求められる。一方で、SNIP 制度による案件形成コスト増大、融

資比率の低さを遠因とする事業実施上の問題等への対応も必要となって

いる。また、2016 年 7 月に発足する新政権は選挙時に SNIP の制度改善

を掲げており、今後実現される場合は過去の経験を踏まえ、JICA として

も適切な制度改善提案を行うことが望ましい。同取り組みは、2020 年ま

でのペルー事務所のアクションプランにも含まれている。

かかる状況下、円借款による本邦企業の支援可能性を探りつつ、対外借

入窓口である経済財政省との緊密な連携・調整を行い、もって開発効果の



確保される形でのわが国が目指す円借款支援とペルー政府が期待する円

借款支援とのマッチングを実現することに寄与する専門家を派遣する必

要性は極めて大きい。

・上位目標

経済財政省との緊密な情報交換・調整を通じて、円借款案件の効率的・効

果的な案件形成、案件監理が実現する。また、経済財政省及び本邦企業支

援につながる円借款案件の形成が促進される。

・プロジェクト目標

・円借款の効率的な新規案件形成が促進される。

・円借款を供与することで本邦企業支援につながる分野と、ペルー政府が

円借款を通じて我が国に支援を求める分野間でのマッチングが促進され

る。

・他ドナーとの円借款、及び円借款附帯プロジェクトとの連携が促進され

る。

・円借款案件の円滑な実施及び効果発現強化のためのモニタリング体制

が改善する。

・SNIP 制度が適切に改善される。

・成果

・ペルー政府より要請された円借款案件において SNIP の審査手続きが円

滑かつ効率的に進められる。

・円借款ロングリストが更新され、その中に本邦企業支援につながる案件

が含まれる。

・技術協力と有償資金協力との有機的連携が進む。

・他ドナーとの協調、連携が進む。

・円借款案件の円滑な実施及び効果発現強化のためのモニタリング体制

強化案が作成される。

・各ドナーの意見を踏まえた SNIP 制度改善案が作成される。

・活動

・現在ペルー政府より要請を受けている新規円借款候補案件「固形廃棄物

処理事業（II）」などについて、経済財政省と JICA との間に立ち、案件形

成を支援する。また、未要請であってもペルー国側の支援ニーズがあり優

先度が高い案件があれば、それらの円借款候補案件としての発掘を支援す



る。

・ペルーの PPP に係る制度や手続きに関する情報を取りまとめると共に、

Proinversion の PPP 候補案件の中から有償資金協力の可能性があるプロ

ジェクトに関する情報収集を行う。

・ペルー国への投資・進出を検討している本邦企業支援に対する円借款及

び有償勘定技術支援による支援の可能性を検討し、可能性のある案件の発

掘を支援する。

・上記支援の結果、我が国及びペルー国にとって優先度が高いと判断され

る新規円借款案件の案件形成を支援する。特に SNIP 審査が円滑に進むよ

う、経済財政省、実施機関、JICA 間の円滑な協議・連携を調整する。

・既往円借款案件について、調達・貸付実行を含めた円滑な案件実施を支

援する。

・必要に応じて、円借款新規案件候補、既往案件の現地踏査を行う。

・定期的に開催されている経済財政省、実施機関、JICA との間での新規

案件・既往案件の検討、進捗状況と今後のアクションに関する合意形成・

認識共有を目的としたポートフォリオレビュー会合において、3 者間の意

見調整を行う。

・他ドナー、経済財政省、JICA との間に立ち、3 者の緊密な連携を促進、

支援する。

・SNIP の規定が改訂される場合には、改訂の骨子、円借款案件に対して

当該規定が及ぼす影響について整理・分析を行い、JICA に報告する。ま

た、JICA や他ドナーの意見を取りまとめ、経済財政省の SNIP 制度改善の

取り組みを支援する。

・JICA ペルー事務所と経済財政省、実施機関との間の日常的な情報共有

を支援し、経済財政省における JICA のフォーカルポイントとして活動す

る。また、円借款案件の円滑な実施及び効果発現強化のためのモニタリン

グ体制案を作成する。

・投入

・日本側投入

長期専門家１名

・相手国側投入

執務室、電話、パソコン、事務用品等

・外部条件



１．ペルー政府の国際協力受け入れ方針が大幅に変更されない。

２．治安が大幅に悪化しない。

実施体制

・現地実施体制

ペルー経済財政省（MEF）

・国内支援体制 (*)

関連する援助活動

・我が国の援助活動

我が国の無償資金協力、技術協力およびボランティア事業の形成・実施促

進のため、国際協力庁（APCI）に個別専門家を派遣中。

・他ドナーの援助活動

ドイツ（GIZ）がペルー経済財政省に専門家（複数）を派遣している。

(*) 該当する場合のみ記載



案件概要表

作成年月日：2019 年 5 月 28 日

業務主管部門名：ペルー事務所

１．案件名                                     

国名： ペルー共和国   

案件名：

（和名）山岳地域小中規模灌漑整備事業実施促進ローカルコンサルタント

（英名）Sierra Small and Medium Irrigation Project Local Consultant

２．事業の背景と必要性                                 

（１）当該国における農業セクター／山岳地域の開発の現状・課題及び本事業

の位置付け

ペルーの国土は太平洋沿岸地域、山岳地域、アマゾン地域の三つに大別され

る。国土・人口の約 3割を占め住民の 33.8%（ペルー国家統計局、2014）が貧困

層である山岳地域では、就労人口の 44.0%（ペルー国家統計局、2012）が農業に

従事しているが、大部分は高度 800m～4800m の急峻な傾斜地に開拓した小規模

な畑作地で農業を営んでいる。これら地域では、更なる耕作地拡大の余地が少

なく、また、耕作地の約 7割が 10 月から 4月までの降雨に依存した天水農業で

あることから、農業生産性は沿岸地域の約 4 割に留まるといわれ、貧困緩和実

現に向けての課題となっている。

(２)農業セクター／山岳地域に対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の

位置付け

上記状況をふまえ、灌漑施設新設・改修による灌漑効率の改善、また流域保

全による水資源の管理を通じ、山岳地域の農家の生活水準を向上させることを

目的に、2012 年から「山岳地域小中規模灌漑整備事業」（LA No. PE-P39）（以下

「山岳灌漑事業」という）を実施している。

本事業のサブプロジェクトは、上述の課題を抱える山岳地域の 9 州・36 サイ

トに分散しており、かつ各サブプロジェクトにおいても取水口から末端水路、

貯水池等まで数百メートル～数キロの距離や高低差がある。しかしながら、JICA

自身がより主体的に案件監理できるよう、現地視察の回数や深度を上げ、技術

的な観点から検証するための人的・技術的体制 を十分構築することは重要であ

る。また、実施中のみならず完工後のサイトに関しても、想定されていた事業

効果の達成状況や維持管理体制等の確認が必要である。

そのため、ローカルコンサルタントを雇用し、より技術的かつ頻繁に、灌漑

施設や維持管理体制等を確認する必要がある。



本事業は、灌漑施設整備等により農業生産の増大を図り地域住民の生活水準

を向上させることを目的とする山岳灌漑事業の適切・効果的な実施を促進する

ものであり、対ペルー共和国国別援助方針重点分野「経済社会インフラの整備

と格差是正」の協力プログラム「地方農村部生産性改善プログラム」に位置付

けられる。

（３）当該セクター／地域における他の援助機関の対応

ペルーの農業・灌漑セクターにおいては、世界銀行が 1952 年から 2010 年まで、合

計 1,674 百万ドルの借款供与を行っている。また、ドイツ国際協力公社は、「持続的な

農村開発プログラム」を策定し、2003 年から 2015 年までペルー北部地域を対象に小

規模農家の農業生産性向上、自然災害リスク管理、自然資源・生物多様性の保護等

への技術協力を行っている。

３． 事業概要                                      

（１）事業目的：山岳灌漑事業のサブプロジェクトが円滑・効果的に実施され、

維持管理体制が整備される。

（２）プロジェクトサイト／対象地域名：リマ市内及び山岳灌漑事業のサブプ

ロジェクトサイト

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ）

直接受益者：農村部生産的農業開発プログラム（AGRORURAL）

最終受益者：山岳地域の農民及び JICA

（４）総事業費（日本側）：非公開

（５）事業実施期間： 2019 年 7 月～2020 年 6 月（計 11 か月）

（６）事業実施体制

（７）投入（インプット）

１） 日本側

① ローカルコンサルタント派遣（合計約 11M/M）：

1－1 各サブプロジェクトを視察し、借款コンサルタントが作成した報告書や

管理表、設計・施工図書等に基づいて全施設を確認する。

1－2 報告されている工事の進捗率、支払いの進捗率、及び実際の進捗率に間

に乖離が無いか確認する。

1－3 工事中の安全管理が適切になされているか確認する。

1－4 完工している場合、取水口や水門、水路が適切に機能し、水が農地まで

流れるか確認する。

1－5 完工している場合、完工証明、引渡し証明、水利組合・実施機関間の灌

漑施設の譲渡契約を入手し確認する。

1－6 水利組合等が適切に活動しており、維持管理を行う体制・予算を有して



いるか確認する。

1－7 上記視察の進捗及び懸案事項を JICA 及び実施機関に報告し、解決策に

ついて提示・議論する。

2－1 実施機関内関係部署間の調整及び各部署の作業迅速化を推進する。

2－2 リファンドに関する実施機関内外の調整を監理・助言する。

2－3 実施機関・コンサルタント・施工業者間の会議に同席し、適宜問題解決

を支援する。

２）ペルー国側

① カウンターパートの配置

② 案件実施のためのサービスや施設、施工管理コンサルタント・施工業者

の報告書・管理表、設計・施工図書の提供

（８）他事業、他援助機関等との連携・役割分担

１）我が国の援助活動

円借款「山岳地域小中規模灌漑整備事業」

円借款「沿岸部洪水対策事業」

技術支援プロジェクト「カハマルカ州小規模農家生計向上プロジェクト」

２） 他援助機関等の援助活動

世界銀行、ドイツ国際協力公社

（９）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

１）横断的事項：特に無し。

２）ジェンダー分類：特に無し。

＜活動内容／分類理由＞

（１０）その他特記事項

特に無し。

４．外部条件                                              

山岳灌漑事業が中止とならないこと。

５．過去の類似案件の教訓と本事業への適用                         

特に無し。

６．備考                                              

特に無し。

以 上


